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貸出促進付利制度における利息の計算について1 

（2023 年 7月積み期間～） 

1 この資料で用いる用語の定義は、「貸出促進付利制度に関する細則」（以下「細則」といいます）によります。 
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○ 利息計算の概要は、以下のとおり。 

 
←Ｎ月 16 日    付利対象積み期間  Ｎ＋1月 15 日→   

   

カテゴリーⅢ 
（成長基盤、貸出増加、被災地オペ、気候変動

対応オペ） 
←年０％ 

 

 

カテゴリーⅡ 
（対象金額は「0」） 

 

 

 

カテゴリーⅠ 
（対象金額は「0」） 

 

 

 

 

 

法定準備預金額  
 

 

 

 

        カテゴリーⅢ × ０（％） 

利息 ＝    ――――――――――――― 
          ３６５ × １００ 
 
 

（注）上記の算出式において、円位未満切捨てとします。 

○ 詳細は、次のステップ１から７までのとおり。 

 

当座預金 

残高 

概 要 

当座預金残高に対し、適用

利率の高いカテゴリーから

順に、付利対象預金合計額

に達するまで付利を行う。 

 

（注）付利対象預金合計額＝ 

当座預金残高－法定準備預金額 

対象金額は

「0」 



 

 

【ステップ１】「当座預金の残高（積数）」の算出（細則３．柱書） 

 
←Ｎ月 16 日  付利対象積み期間 Ｎ＋1月 15 日→   

当座預金の残高（積数） 

 （算出方法） 

★①＝付利対象積み期間における毎日（銀行休業日

の場合には、その前営業日。以下同じ）の終業

時の当座預金の残高の合計金額 

  

 

 

  

 

 

 

【ステップ２】「法定準備預金額（積数）」の算出（細則３．柱書） 

 
←Ｎ月 16 日  付利対象積み期間 Ｎ＋1月 15 日→   

   

 

 

 

 

 

   

  （算出方法） 

法定準備預金額（積数）  
★②＝付利対象積み期間にかかる法定準備預金額×  

同期間の日数 
② 

① 

① 

 



 

 

【ステップ３】「付利対象預金合計額」の算出（細則３．柱書） 

 
←Ｎ月 16 日  付利対象積み期間 Ｎ＋1月 15 日→   

付利対象預金合計額 

 （算出方法） 

★③＝①－② 

 

 

 

 

  

  

法定準備預金額（積数）  
 

 

 

 

【ステップ４】「カテゴリーⅠ対象金額」の算出（細則３．（１）） ⇒ 対象金額は「０」 

 

【ステップ５】「カテゴリーⅡ対象金額」（細則３．（２）） ⇒ 対象金額は「０」 

 

 

 

 

 

 

 

② 

③ 

 

① 



 

 

Ａ． Ｂ． Ｃ． Ｄ． Ａ．＋Ｂ．＋Ｃ．＋Ｄ．

Ｎ月16日 15 20 10 5 50
Ｎ月17日 15 20 10 10 55
Ｎ月18日 20 20 10 10 60

Ｎ＋１月13日 20 30 15 10 75
Ｎ＋１月14日 20 30 15 10 75
Ｎ＋１月15日 20 30 15 10 75

～ ～ ～～ ～～

【ステップ６】「カテゴリーⅢ対象金額」の算出（細則３．（３）） ⇒ 年０％を適用 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
←Ｎ月 16 日  付利対象積み期間 Ｎ＋1月 15 日→   

  （算出方法） 

カテゴリーⅢ対象金額 ←年０％ 

★③＞④の場合には、⑤＝④ 

④≧③の場合には、⑤＝③ 

 

 
 

 

 

【ステップ７】利息の算出 

 

        ⑤ × ０（％） 

利息 ＝  ―――――――――――      
       ３６５ × １００ 
 

（注）上記の算出式において、円位未満切捨てとします。                                        以  上 

① 

④ 

 

（算出方法） 

★④＝付利対象積み期間におけるＡ．からＤ．まで

の貸付の毎日の終業時の残高の合計金額 

Ａ．成長基盤強化支援資金供給 

Ｂ．貸出増加支援資金供給 

Ｃ．被災地金融機関支援オペ 

Ｄ．気候変動対応オペ 

（注）Ａ．からＤ．までは、それぞれ細則３．（３）イ．ロ．ニ．

ホ．に該当。 

 

 

 

 

⑤ 

② 

③ 

 


